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令和２年度 電気通信主任技術者定期講習の公示                          

 

電気通信主任技術者規則（昭和６０年郵政省令第２７号）第６１条に基づき、令和２年度の電気通信主任技術者定期講習の実施の期日、

場所、その他講習の実施に関し必要な事項を次のとおり、公示します。 

一般財団法人日本データ通信協会は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第８５条の２に基づく登録講習機関です。 

 

令和２年３月３１日 

登 録 講 習 機 関 第 ０ ０ １ 号  

一般財団法人  日本データ通信協会 

理 事 長  酒 井 善 則  

 

１ 講習の種類 

下記の２種類とします。 

（１） 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習 

（２） 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習 

以下、伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習は伝送交換と、線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習は線路と略

称します。 

 

２ 対象者 

   講習の対象者は、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者とします。 

 

３ 実施日及び実施場所 

（１） 下表のとおりとします。 

 

実施場所 実施日 講習の種類 定員 
第１回東京 ９月１５日（火） 伝送交換 ５０ 

９月１６日（水） 線路 ３５ 
第２回大阪 １１月１１日（水） 伝送交換 ５０ 

１１月１２日（木） 線路 ３５ 
第３回東京 １２月 ２日（水） 伝送交換 ５０ 

１２月 ３日（木） 線路 ３５ 
 

（２） 受講会場については、受講票により通知します。 

（３） 講習は、各１日間です。 

                   

４ 受講申請及び受付期間 

（１） 令和２年度の受講の申請は次のとおりとします。 

① 平成２９年度に講習を修了し、３年以内の講習を受ける必要があり、令和２年度の講習受講を申請する者のうち、 

平成２９年度と同一の実施月及び実施場所での受講を希望する者の受付は、令和２年６月２日（火）１３時から 

令和２年６月１６日（火）１３時までとします。 

      ② 令和２年度に新たに受講を申請する者、前回と異なる時期での受講を希望する者（前①項に該当しない者）の受付は、 

令和２年７月２日（木）１３時からとし、各回の受講申請の締め切りは、それぞれ講習実施日の４５日前とします。 

（２） 各講習会場は定員制とし、申込み順で、定員になりしだい締め切ります。 

（３） 実施予定日において、天災地変等により、講習の実施が困難となった実施場所については、新たに実施場所及び実施日

を指定します。 

（４） 受講者数が少ない場合、実施場所の集約を行うか、又は講習の実施を中止することがあります。 

 

５ 受講料等 

（１） 受講料は、５５,０００円（税込）とします。（再受講も同じ） 

（２） 再考査の受験料は、１５,０００円（税込）とします。（再再考査も同じ） 
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６ 講習の受講申請の手続きと受講料の払込み方法 

（１） 受講申請の手続きは、日本データ通信協会（以下、協会という）のホームページにアクセスし、電気通信主任技術者定

期講習受講申請フォームに、必要事項を記入し、申請データを送信します。 
（２） 協会は、申請情報を審査し、適当と認めた場合に限り申請を受付けます。同一日に同じ資格者証による複数の受講申し

込みは認めません。 

（３） 受付けた申請者に対して、受講料の振込み依頼をメールにて通知します。（振込先銀行口座は協会の講習ホームページを

参照。） 

（４） 協会にて受講料の振込みを確認した後、会場別の受講者の決定となり、受講時期に合わせて（講習実施日の約３５日前）

受講票を送付します。 

（５） 受講会場の変更は、受講日の３０日前までは、変更先の受講会場に空きがある場合に限り認めます。（その旨協会に連絡

が必要。） 

（６） 受講者の変更（受講者の入替え）は、受講日の１４日前までは認めます。（その旨協会に連絡が必要。） 

 

７ 講習の内容 

（１） 講習は、講義と修了考査で構成し、講義時間は５時間４０分、修了考査の時間は４０分間です。 

（２） 講義科目は、伝送交換設備（線路設備）及びその管理に関する科目及び電気通信事業法その他関係法令に関する科目で

す。 

（３） 講習における科目の講義終了後に、講義の内容を理解したか否かを確認するため、修了考査を行います。修了考査の結

果、正解率が７０パーセント以上の受講者には、後日、修了証を交付します。修了証は、１講習で１通です。 

（４） 修了考査の採点結果は受講者又は申請責任者に通知します。なお、修了考査の問題、解答は公表しません。 

 

８ 講習の実施について 

（１） 集合時刻は、８時４０分とします。また、講習の開始に先立ち、写真を貼付した受講票及び顔写真の貼付された社員証

又は公的証明書（運転免許証等）により受講者の本人確認を行います。 

（２） 講習の開始時刻は９時とします。（５分以上の遅刻は入場できません。） 

（３） 終了時刻は、概ね１７時３０分頃です。 

 

９．再考査 

（１） 修了考査又は再考査にて、正解率が７０パーセント未満の受講者は、再考査又は再受講（但し講習が定員未満の場合）

を受けることができます。再考査の時間は４０分間です。 

（２） 再考査は、同一年度内に２回を限度として受けることができます。なお、再受講には制限はありません。 

（３） 再考査において、合格と判断された受講者には、再考査実施日の日付で修了証を交付します。但し、受講の期限は、講

習の実施日が基準となります。 

（４） 再考査の実施日及び実施場所等については、個別に通知します。 

 

１０ その他 

（１） 振込後の受講料等はお返ししません。また、受講料等の領収書は、原則として発行しません。 

（２） 令和３年度の上期の講習は、平成３０年度受講者の３年目の講習に当たるため、受講の期限が守れない場合があります。

（平成３０年度受講者が優先となります。） 

 

 

【 連 絡 先 】 受講の申請及び受講に関するお問い合わせは下記事務所で受け付けます。 

一般財団法人日本データ通信協会 電気通信主任技術者講習担当 

電話 ０３－５９０７－７５７５ （平日１０時～１６時） 


